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一定所得の部分合算課税制度の範囲
の拡充（承前）5

（4）部分合算課税の対象金額の計算
　部分合算課税制度の対象となる「部分適用対
象金額」は、前記（2）に掲げる受動的所得（法
律上は、「特定所得の金額」）を次のAとBに分
類し、Aの金額と、Bの金額に対しCの金額を
調整（控除）した金額との合計額（「部分適用
対象金額」）となる。この金額に、納税義務者
となる内国法人が有する外国関係会社（いわゆ
る経済活動基準を満たしている外国関係会社。
「部分対象外国関係会社」）が有する当該外国関
係会社の株式等の持分、及び請求権、実質支配
関係の状況等を勘案（注）して計算される金額
が、「部分課税対象金額」として実際の合算課
税の対象となる金額となる（措法66の6⑥、
⑦）。

（注）上記保有割合は、請求権等勘案合算割合
（措令39の14①）とされ、外国関係会社が被
支配外国法人（内国法人が当該外国法人の残
余財産のおおむね全部を請求する権利を有し
ている「実質支配関係」の外国法人（措法
66の6②五））である場合には、100%となる
（措令39の14②一ロ）。
　なお、このAに分類される所得は、基本的
にプラスの金額であり、Bに分類される所得
は、最終的な合計時にマイナスの部分は切り捨
てられることから、この部分課税対象金額は常
にプラスの金額となる。また、Bに分類される
所得の金額のうち譲渡損等が生じた場合など
は、Bに分類される種類の所得との通算はでき
ることとされている。

（部分適用
対象金額）= Aの金額 ＋ （Bの金額－Cの金額）

（部分課税適
用対象金額）=

（部分適
用対象金
額）

×

請求権等勘案保有株
式等
外国関係会社の発行
済株式等
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　A　次の所得の金額の合計額
イ）剰余金の配当等の額の合計額から、当該剰
余金の配当等を得るために直接要した費用の
額及び当該剰余金の配当等に係る費用の額
（一定の負債利息）を控除した「残額」（プラ
スの概念と考えられる。）
ロ）受取利子等（手形の割引料、償還差益等を
含み、割賦販売等から生じる利子等の額を除
く。）の合計額から、当該受取利子等の額を
得るために直接要した費用の額の合計額を控
除した残額
ハ）有価証券の貸付による対価の額の合計額か
ら、当該対価の額を得るために直接要した費
用の額の合計額を控除した残額
ニ）固定資産（無形資産は除かれる。）の貸付
けによる対価の額（本店所在地国にある不動
産等の貸付けによる対価の額は除かれる。）
の合計額から、当該対価を得るために直接要
した費用の額（一定の償却費等）の合計額を
控除した残額
ホ）工業所有権、著作権等（無形資産等）の使
用料（ロイヤルティ）の合計額から、当該ロ
イヤルティを得るために直接要した費用の額
（一定の償却費を含む。）を控除した残額
ヘ）異常所得（注）：部分対象外国関係会社の
各事業年度の決算に基づく所得の金額のう
ち、特定所得の金額がないものとした場合の
所得の金額（つまりは、特定所得以外の所得
の金額）から、「特定の金額」を控除した残
額。なお、この「特定の金額」は、部分対象
外国関係会社の当該事業年度終了の時におけ
る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿
価格に、人件費及び当該事業年度終了の時に
おける減価償却資産の償却費の累計額を加算
した金額の50%の金額とされている（措令
39の17の2㉖、㉗）。
（注）異常所得とは、財務省の説明では、「外
国子会社の資産規模や人員等の経済実態に

照らせば、その事業から通常生じ得ず、発
生する根拠のないと考えられる所得。制度
上は、経済活動基準を経て会社の実体があ
ると判定された外国関係会社における、部
分適用対象の一項目と位置付けられている
が、結果的には、全ての外国関係会社に対
して合算対象として適用される。」（財務省
パンフレット「平成29年度税制改正」）と
されている。この異常所得は、企業の事業
形態によって、その必要となる資産規模や
人件費などは様々であるにも関わらず、一
律に一定の割合で判断して「異常」と位置
付けている。もともとの受動的所得の概念
や、当該外国子会社合算税制の趣旨等にか
んがみれば、かなりの違和感を覚える課税
と言えよう。
B　次の損益の金額の合計額（マイナスの場
合はゼロ）

イ）有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額か
ら、当該有価証券の原価の額及び当該対価を
得るために直接要した費用の額を減算した金
額
ロ）デリバティブ取引に係る利益の額又は損失
の額
ハ）外国為替差損益：その行う取引又は有する
資産若しくは負債につき、外国為替の売買相
場の変動に伴って生ずる利益の額又は損失の
額
ニ）剰余金の配当等に係る株式等、受取利子等
に係る債権等、貸付け、譲渡、デリバティブ
取引に係る当該有価証券、外国為替差損益に
係る資産につき、その運用、保有、譲渡、貸
付けその他の行為により生ずる利益の額又は
損失の額（上記の類似の所得の意味か。）
ホ）無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額
から、当該無形資産等の譲渡に係る原価の額
の合計額及び当該対価を得るために直接要し
た費用の額の合計額を減算した金額
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　C　Bの合計額に調整（控除）する金額
　部分合算課税の対象となる各事業年度前7年
以内に開始した各事業年度（部分対象外国関係
会社に該当しなかった事業年度及び部分対象外
国関係会社に該当するも、租税負担割合が20%
以上であった事業年度を除く。）において上記
Bに分離される金額の合計額がゼロを下回った
金額（すでに過去において控除された金額は除
く）
（5）部分合算課税における欠損金の繰越控除
　上記Cの金額による調整は、特定所得につい
ての部分合算課税における欠損金の繰越控除と
いえる。しかし、この繰越欠損金は、部分適用
対象金額のすべてから繰越控除できるわけでは
なく、あくまで損失が生じる可能性がある所得
（Bに分類される所得）からしか控除できない
点に注意する必要がある。
　なお、内国法人に係る外国関係会社が経済活
動基準を満たしていない場合には、特定所得の
みでなく会社単位で合算課税の対象とされるこ
ととなるが、この場合、合算課税の対象となる
所得（適用対象金額）は、法人全体の決算に基
づく所得の金額となる。したがって仮に、特定
所得に該当する所得に損失が生じた場合に、部
分合算課税ではなく、会社単位での合算課税を
受けた方が、課税対象となる金額が少なくなる
ケースも考えられる。つまり、こうしたケース
では、納税者企業自らが、経済活動基準を満た
していないと判断し、会社単位の合算課税を実
質的に選択することも考えられる。

実体の有無に関する推定
（法令上の規定）6

（1）経済活動基準についての当該職員による
推定

　国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所
轄税務署長若しくは所轄国税局の当該職員（い
わゆる国税当局の当該職員）は、内国法人に係

る外国関係会社が、経済活動基準（措法66の6
②三）を満たしているか否を判定するために必
要があるときは、当該内国法人に対して、期間
を定めて、経済活動基準を満たしていることを
明らかにする書類その他の資料の提示又は提出
を求めることができることとされた（措法66
の6④）。さらに、当該書類の提示又は提出が
ないときは、経済活動基準を満たしてないこと
と推定されることとされた。
　この規定では、該当となる書類、資料の範囲
については、単に経済活動基準を満たしている
ことを「明らかにする書類その他の資料」とさ
れているだけであり、その詳細、レベル、基準
等が法令上全く明らかにされていない。これま
でも、適用除外基準の適否についての訴訟等が
多いことに鑑みれば、税務調査等において、
「明らかにする」書類か否かで論争となること
も容易に想定できるところである。特に、税務
調査においては、調査官から「私が納得できる
資料」というあいまいな指示しかされないこと
も多いようである。また、必要な資料の分量も
明確ではなく、調査官から必要以上に資料提出
要求がなされる恐れもある。提出期間について
も、「期間を定めて」書類の提示又は提出をも
とめることとなるが、その期間も具体的にされ
ていない。いたずらに、きわめて短い期間が設
定されることはないと考えられるが、期間内に
対応できない場合は事業実体がある（租税回避
と無縁）法人であっても経済活動基準を満たし
ていないと推定され、結果合算課税の対象とな
る。こうしたことを考慮すれば、この推定に関
する規定はより精緻に定められるべきと考えら
れる。納税者の権利及び予想される事務負担等
の観点から、いたずらに国税職員に広範な裁量
権を与えることになっていないか危惧されると
ころである。
　なお、外国関係会社が経済活動基準を満たさ
ず、さらに免除基準である租税負担割合（20%
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未満）である場合には、その結果合算課税につ
ながることとなるため、この資料の提出を求め
ることは意味のあることである。しかしなが
ら、この資料提出に係る推定規定は、経済活動
基準の充足に関するものであるため、免税基準
である租税負担割合がそれなりに高い場合（結
果、合算課税とならない）であっても、経済活
動基準を満たしているか否かの判定を行うため
という理由で、外国関係会社に関する様々な資
料を要求できることとなっている。こうした場
合には、結果的に、企業に必要以上の事務負担
を課すこととなる。執行上の問題であるが、こ
うした課税当局が、当該事案と関係なく資料収
集するような執行は避けなければならないとい
える。
（2）ペーパーカンパニーについての当該職員

による推定
　国税当局の当該職員は、内国法人に係る外国
関係会社が、ペーパーカンパニーであるか否か
の基準（措法66の6②二イ）を満たしているか
否を判定するために必要があるときは、当該内
国法人に対して、期間を定めて、当該基準を満
たしていることを明らかにする書類その他の資

料の提示又は提出を求めることができることと
された（措法66の6③）。さらに、当該書類の
提示又は提出がないときは、当該基準を満たし
ていないこと（つまりペーパーカンパニー）と
推定されることとされた。
　この規定も、上記同様、納税者の権利、事務
負担、国税職員の裁量の範囲の観点から問題な
しとしない。そもそもペーパーカンパニーと
は、実体基準と管理支配基準を満たさない場合
が該当することとなるが（措法66の6②二イ）、
特に管理支配基準は概念が曖昧ゆえ、課税上論
争となることが多い。こうした難しい概念につ
いて説明、説得できる具体的資料とはどのよう
なものなのか、明確な指針が必要と考えられ
る。
　特に、この特定の会社単位の合算課税の対象
は、ペーパーカンパニーとかキャッシュボック
スといった実質的に「租税回避」と認定するこ
とと同義である。それゆえ、合算課税の免除基
準も30%の租税負担とされているところであ
る。こうした懲罰的な意味合いを持たせた課税
ゆえ、慎重な執行がなされるべきである。
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